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申
告
に
必
要
な
書
類

◎
給
与
所
得
者
…
給
与
所
得
の

源
泉
徴
収
票
（
原
本
）

◎
年
金
受
給
者
…
公
的
年
金
等

の
源
泉
徴
収
票
（
原
本
）　

※
年
金
振
込
通
知
書
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
営
業
や
農
業
等
の
事
業
所
得

者
、
不
動
産
所
得
者
…
収
支
内

訳
書
ま
た
は
青
色
申
告
決
算
書

◎
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

の
支
払
い
の
あ
る
方
…
控
除
証

明
書
（
原
本
）

◎
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
を
納
付
書
や
口
座
振
替
で
支

払
っ
た
方
…
納
付
済
確
認
書

（
納
付
済
確
認
書
は
1
月
中
に

担
当
課
か
ら
発
送
。
ま
た
、
年

金
天
引
き
の
方
の
保
険
料
は
公

的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
に
記

載
さ
れ
て
い
る
た
め
書
類
は
不

要
）

◎
国
民
年
金
の
支
払
い
の
あ
る

方
…
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
た「
社
会
保
険
料
（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」ま

た
は
領
収
証
書
（
い
ず
れ
も
原

本
）

◎
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
…

領
収
証（
原
本
）※
事
前
に
合
計

金
額
を
集
計
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
の
補
て
ん
金
が
あ
る
場

合
は
、
そ
の
金
額
が
わ
か
る
書

類◎
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
…

障
害
の
等
級
の
わ
か
る
障
害
者

手
帳
の
写
し
、
ま
た
は
障
害
者

控
除
対
象
者
認
定
書

※
源
泉
徴
収
票
が
複
数
あ
る
場

合
は
全
て
必
要
で
す
。
紛
失
し

た
場
合
は
支
払
者
に
再
発
行
を

依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
末
調
整
済
み
分
の
控
除
の

書
類
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
他
に
も
申
告
内
容
に
応
じ
て

必
要
な
書
類
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
は
柏
税
務
署
に

　

市
内
の
申
告
会
場
で
は
、市
・

県
民
税
の
申
告
、
作
成
済
み
の

確
定
申
告
書
の
お
預
か
り
、
簡

単
な
確
定
申
告
書
の
作
成
相
談

を
行
い
ま
す
。
次
の
方
は
、
柏

税
務
署
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

①
自
営
業
、
農
業
、
不
動
産
業
、

外
交
員
な
ど
事
業
系
の
所
得
が

あ
る
方
②
土
地
、
建
物
、
株
式
、

ゴ
ル
フ
会
員
権
な
ど
の
譲
渡
所

得
が
あ
る
方
③
青
色
・
訂
正
・

過
年
分
・
平
均
課
税
の
申
告
を

す
る
方
④
入
居
後
初
め
て
の

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
、
雑

損
控
除
、
政
党
等
（
公
益
社
団

法
人
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
）寄
附
金

等
特
別
控
除
、
外
国
税
額
控
除
、

給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除

を
受
け
る
方
⑤
国
外
に
扶
養
す

る
親
族
が
い
る
方
、
外
国
人
の

方
、
亡
く
な
っ
た
方
の
申
告
を

す
る
方
⑥
相
続
税
・
贈
与
税
・

消
費
税
の
申
告
を
す
る
方
⑦
申

告
分
離
課
税
、
Ｆ
Ｘ
取
引
、
先

物
取
引
、
上
場
株
式
等
の
配
当

所
得
と
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損

失
と
の
間
で
損
益
通
算
の
申
告

を
す
る
方
⑧
そ
の
他
、
特
殊
な

内
容
を
含
む
申
告
を
す
る
方

※
柏
税
務
署
の
駐
車
場
は
、
４

月
中
旬
ま
で
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

柏
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

〈
国
外
財
産
調
書
の
提
出
〉

　

平
成
26
年
12
月
31
日
に
お
い

て
、
価
額
の
合
計
額
が
５
０
０

０
万
円
を
超
え
る
国
外
財
産
を

有
す
る
方
は
、
3
月
16
日
㈪
ま

で
に「
国
外
財
産
調
書
」を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な

お
、
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
や

正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
加
算
税
の
加
重
措

置
が
適
用
さ
れ
る
ほ
か
、
罰
則

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

年
金
受
給
者
の
確
定
申
告

　

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

で
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に
係

る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が

20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
、
所

得
税
の
確
定
申
告
は
必
要
あ
り

ま
せ
ん（
こ
の
場
合
で
も
所
得

税
の
還
付
申
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
）。
な
お
、
所
得
税

の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合

で
も
、
市
・
県
民
税
の
申
告
が

必
要
な
場
合
（
源
泉
徴
収
票
に

記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
以
外
の

控
除
の
適
用
を
受
け
る
場
合
な

ど
）が
あ
り
ま
す
。

市
・
県
民
税
の
申
告

　

市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
1
月
23

日
に
市
・
県
民
税
申
告
書
を
発

送
し
ま
し
た
。
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
、
3
月
16
日
㈪
ま
で
に

な
る
べ
く
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
告
書
が
届
い
て
い

な
い
場
合
は
課
税
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

税
の
申
告
の
準
備
は

お
早
め
に

　

平
成
26
年
分
の
確
定
申
告
の
受
付
期
間

は
、
2
月
16
日
㈪
〜
3
月
16
日
㈪
で
す
が
、

柏
税
務
署
で
は
2
月
3
日
㈫
か
ら
確
定
申

告
書
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。
確
定
申

告
書
や
手
引
き
は
市
役
所
、
各
行
政
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
も
配
布
し
て
い
ま
す（
枚

数
に
限
り
が
あ
り
ま
す
）。日程 場所 受付時間 内容

2月9日㈪・10日㈫ 布佐南近隣センター 9時～11時30分
13時～15時30分

◎市・県民税の申
告受付
◎作成済みの確定
申告書のお預かり
（柏税務署に回送）
◎簡単な確定申告
書の作成相談

2月12日㈭・13日㈮ 湖北地区公民館

2月16日㈪～
3月16日㈪の平日
ただし、2月22日㈰、
3月1日㈰は開設

アビイクオーレ（イ
トーヨーカドー我孫
子南口店）3階・アビ
イホール

9時～11時30分
13時～16時

【
確
定
申
告
】柏
税
務
署

☎
７
１
４
６
の
２
３
２
１

【
市
・
県
民
税
の
申
告
】

課
税
課
・
内
線
３
５
７

市が開設する申告会場 

アビイホールのご案内　
今年も申告会場は、アビイクオーレ（イ
トーヨーカドー我孫子南口店）3階にある
アビイホールです（地図参照）。市役所で
の申告受付は行っていませんのでご注意
ください。

※混雑状況により早めに受付を終了する場合があります。
※今年は、新木近隣センターでの申告受付は行いませんのでご注意ください。

我
孫
子
市
子
ど
も
発
達

支
援
計
画（
案
）に
つ
い
て

趣
旨　

発
達
に
支
援
が
必
要
な

子
ど
も
に
対
し
、
ラ
イ
フ
ス
テ

ー
ジ
に
応
じ
た
一
貫
し
た
子
ど

も
の
発
達
へ
の
支
援
方
針
を
構

築
す
る
た
め
に
市
の
計
画
を
策

定
す
る
も
の
で
す
。

公
表
期
間　

2
月
13
日
㈮
ま
で

提
出
先
・
　

〒
２
７
０
–
１

１
９
２
市
役
所
子
ど
も
相
談
課

（
住
所
省
略
可
）・
内
線
８
４
８
、

 

７
１
８
３
–
３
４
４
５
、

kodom
osoudan@

city.abiko.
chiba.jp

手
賀
沼
親
水
広
場
等
活
用

計
画（
案
）に
つ
い
て

趣
旨　

手
賀
沼
親
水
広
場
等
を

水
環
境
保
全
啓
発
施
設
と
し
て

引
き
続
き
運
営
す
る
こ
と
を
条

件
に
、
千
葉
県
か
ら
移
譲
を
受

け
る
予
定
で
す
。
そ
れ
に
伴
い
、

移
譲
後
の
活
用
計
画
を
策
定
す

る
も
の
で
す
。

公
表
期
間　

2
月
18
日
㈬
ま
で

提
出
先　

〒
２
７
０
–
１
１
９

２
市
役
所
手
賀
沼
課
（
住
所
省

略
可
）・
内
線
４
６
７
、

 

７

１
８
５
–
５
８
６
９
、

sinsu
ikatuyou

＠city.abiko.chiba.
jp〈

共
通
〉

閲
覧
場
所　

各
担
当
課
、
行
政

情
報
資
料
室
（
市
役
所
本
庁
舎

1
階
）、
各
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
、
ア
ビ
ス
タ
、
湖
北
地

区
公
民
館
、
あ
び
こ
市
民
プ
ラ

ザ
、
各
図
書
館
分
館
、
各
近
隣

セ
ン
タ
ー
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

意
見
提
出
の
方
法　

意
見
提
出

書
（
各
閲
覧
場
所
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
用
意
）
に
記
入
の
う

え
、
公
表
期
間
中
に
①
各
担
当

課
へ
郵
送
、
フ
ァ
ク
ス
、
Ｅ
メ

ー
ル
、
ち
ば
電
子
申
請
サ
ー
ビ

ス
、
持
参
②
閲
覧
場
所
の
窓
口

に
提
出
③
備
え
付
け
の
意
見
書

投
函か

ん

箱
に
投
函

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

ご意見を
お聞かせ
ください

　市では、平和事業に関するイベントなどの企画・運営を行う市
民会議委員を募集します。この会議は、我孫子市平和事業推進条
例に基づき組織され、公募委員のほか、市民団体の代表、市内の
大学や高校に通う学生などで構成されています。
任期　平成29年3月31日まで（2年間）
対象・定員　市内在住の方、２人（ほかの審議会などの委員に委
嘱されている方は除きます）
選考方法　選考委員会委員による選定
応募方法　２月20日㈮（必着）で持参・郵送。「市が実施する平和事
業についての意見やアイデアなどについて」を800字程度にまと
め、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記（様式不問）。
・ 　〒270－1192市役所企画課（住所省略可）☎7185－1426

←至柏 至取手→
JR我孫子駅

南口 けやきプラザ

アビイ
クオーレ

（イトーヨーカドー）
店舗営業時間外出入口→

千葉銀行

※併設の駐車場は有料となります。
※アビイホールへの通用口（店舗営業時間外出入口）開場時間は
　午前8時30分です。

　確定申告書第二表の「住民税に関する事項」（下図
は確定申告書A）について該当する場合は、省略せ
ず全て正確に記入してください。記入がないと、住
民税の配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、寄
附金税額控除等が
受けられない場合
があります。
特に「16歳未満の
扶養親族」欄は住
民税の非課税限度
額の算定などに必
要ですので必ず記
入してください。
（右図参照）

確定申告作成上の注意点
～「住民税に関する事項」の記入を～

図

我孫子市平和事業
推進市民会議委員

16歳未満の扶養親族がいる
方は必ず記入してください
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